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 浜松市外国人教科指導員 

     佐々木しのぶ 



【指導形態】 取り出し（１対１か２） 
 
【時間数】  週１５時間 
 
【教科】   国語科・数学科・社会科・＊理科 
                    (座学のみ） 
 
【対象生徒】 中学1～3年、11名 
 
【生徒国籍】 フィリピン 5名 
       ブラジル １名 
       ペルー  ２名 
       日本    3名 

■今年度指導状況 



 ■実践 
   
 １．これまでの知識や経験につなげる授業 
 
     
 ２．学級や「これから」につなげる取り組み 
    
 



  実践１．これまでの知識や経験につなげる授業 

 
   第3学年 公民取り出し授業 
   「理想の国づくり 
    ～憲法前文をつくって発表しよう」 



  ■生徒の実態（週１時間社会科取り出し) 

 

 
 
     
 

生徒 

出身国 

母語 

滞日歴 

日本語の力 

教科の知識・
スキル 

卒業後の進路 

A(男） 

フィリピン 

タガログ語 

５年 

・自然な日常会話ができる 
・教科書の音読や内容理解  
 は友人の助けを得ている 

・映像や資料を見て推測す 
 る 
・生活経験をもとに自分の 
 考えを話す 

市内公立高校定時制 

B(男） 

フィリピン 

ビサヤ語 

３年 

・聞き慣れた言葉を組み合 
 わせて話すが、英語に頼 
 る場面が多い 
・在籍学級での一斉指示や  
 教科理解は困難である 
 
・母国の歴史や現代史の知 
 識が豊富で、本や動画を  
 通して新しい知識を得よ 
 うとする 

母国の高校に進学予定 



■学習の目標 
 

【教科の目標】 

      フィリピンと日本の憲法を比較して分かったことを伝えたり、 

     憲法の意義をとらえて自分の判断を発信したりする。 
  
【日本語の目標】 

 (A)  ・「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の意味が   

               分かる。 
    ・「もし、・・ならば、～たい／～たくないです。」を使って  
              自分が判断したことを発表できる。 
   
  (B) ・「主権」「人権」「平和」の意味が分かる。 
    ・「～たいです。」を使って自分の考えを発表できる。 



■授業の流れ 
 
  １．課題の確認「なぜ憲法が必要なのか」 
 
  ２．本時の目標の確認 
 
  ３．フィリピンと日本の憲法比較 
 
  ４．憲法の意義と日本国憲法の基本原理の理解 
               (教科書使用） 
 
  ５．憲法前文の発表 
  



 

THE 1987 CONSTITUTION OF  THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 

PREAMBLE    

前
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われわれ フィリピン人
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正
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り 発
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ため、法
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、独
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立
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ぎ
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そして平
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わ
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立
りつ
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主
しゅ

義
ぎ
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謳
おう

歌
か

するため、ここの この憲
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法
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を 制
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定
てい

し 公
こう

布
ふ

する。 

We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, in order to 

build a just and humane society, and establish a Government that shall embody 

our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our 

patrimony, and secure to ourselves and our posterity, the blessings of 

independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, 

freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate this Constitution.  

 

 

http://www.chanrobles.com/philsupremelaw1.htm#.XVZN0PZuLIU 

【フィリピン共
きょう

和
わ

国
こく

憲法と 日本国憲法を 比
くら

べてみよう】 

第
だい

２ 条
じょう

  基
き
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念
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政
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策
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言
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第
だい

１項
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主
しゅ

主
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義
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的
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共
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和
わ

国
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権
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民
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第２項：国
こっ

家
か

政
せい

策
さく

の手
しゅ

段
だん

としての戦
せん

争
そう

を 放
ほう

棄
き

する。 

第３項：いかなる時
とき

でも、人
じん

民
みん

の権
けん

威
い

は 軍
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部
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に 優
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越
えつ

する。 

フィリピンの軍
ぐん

隊
たい

は、人
じん

民
みん

と国
くに

の防
ぼう

御
ぎょ

者
しゃ

で ある。 

第５項：平和
へいわ

と秩 序
ちつじょ

の維持
い じ

、人 命
じんめい

・自由
じゆう

 そして財 産
ざいさん

の保護
ほ ご
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全 体
ぜんたい

の福祉
ふくし

の増 進
ぞうしん

は、民
みん

主
しゅ

主
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義
ぎ

の恩
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恵
けい

の下
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人
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民
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による 生
せい

活
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の 享
きょう

受
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にとって 基
き

本
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となる。 

第６項： 教
きょう

会
かい

と国
こっ

家
か

の分
ぶん

離
り

は、これを 不
ふ

可
か

侵
しん

とする。 

日本国憲法 前
ぜん

文
ぶん

（やさしい日本語）      ＊○教P216 

〇私たちは、もう 戦争を しません。日本の未
み

来
らい

を 決めるのは  

私たちです。 私たちが 国のことを決める 権
けん

利
り

を 持っています。 

そのため、この憲法を つくりました。 

〇私たちが 国のことを 直
ちょく

接
せつ

 決
き

めるのは 難
むずか

しいので、まず 

選
せん

挙
きょ

を します。選挙で 正しく 選
えら

ばれた 代 表 者
だいひょうしゃ

が、国 会
こっかい

で 

話し合って、日本のことを 決めます。 

〇私たちは、いろいろな国と 仲
なか

良
よ

くします。みんなで 自
じ

由
ゆう

に  

楽しく 暮
く

らすことを めざします。 

〇日本の私たちは、平
へい

和
わ

がずっと続
つづ

くことを 心から 願
ねが

っています。 

みんなで 理
り

想
そう

をしっかり持
も

つことは、とても 大 切
たいせつ

です。 

どの国の人も 平和を 愛
あい

しています。私たちは、世界の人を 信
しん

じ、

日本の安
あん

全
ぜん

と生
せい

活
かつ

と 命
いのち

を 守
まも

っていこうと、心に 決めました。  

〇私たちは、平和を 守
まも

り続
つづ

けます。だれかを 支
し

配
はい

したり、 

抑
おさ

えつけたりすることは、せまい 考
かんが

え方
かた

です。世界のみなさんも、

悪いことを なくそうと がんばっています。 

日本は、世界の人々から 認
みと

めてもらえる国になりたいと 思って 

います。  

DECLARATION OF PRINCIPLES AND STATE POLICIES (excerpt) 

Section 1. The Philippines is a democratic and republican State. Sovereignty 

resides in the people.  

Section 2. The Philippines renounces war as an instrument of national policy.  

Section 3. Civilian authority is, at all times, supreme over the military. The 

Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the State.  

Section 5. The maintenance of peace and order, the protection of life, liberty, 

and property, and promotion of the general welfare are essential for the 

enjoyment by all the people of the blessings of democracy. 

Section 6. The separation of Church and State shall be inviolable.   

フィリピン共和国憲法 
前文 

フィリピン共和国憲法 
第２章 

日本国憲法前文 
（やさしい日本語） 



(A)差別がない国 
→「自由と平和を 
  守る」 

(B)戦争がない国 
→「核を持たない」 



実践２．学級や「これから」につなげる取り組み 
 



自分の意見 

予習型 
ワークシート 

賛成 

反対 

人口 
ピラミッド 



画像 

画像 

画像 

SDGs 



 ■成果 

 
実践１ ・「社会の中で自分はどう生きたいか」と身近な  
     こととして考え、意見を発表できた。 
    ・交流する中で、互いの意見を尊重できた。 
 
 
実践２ ・先行学習→在籍学級での参加意欲が増した。 
         →教科担任の先生に認めていただく喜 
          びを知った。    
    ・その子を活かす題材→自分の強みに気づき、発   
     信する勇気をもった。 



ご清聴ありがとうございました。 


